
就労継続支援優良取組表彰実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、大阪府表彰規則（昭和 43年大阪府規則第 12号）第６条の規定に基づ

き、就労継続支援優良取組表彰（以下単に「表彰」という。）の実施に関し必要な事項を

定めるものとする。 

 

（表彰の目的） 

第２条 表彰は、府内に所在する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律（平成 17年法律第 123号）（以下「総合支援法」という。）に基づく行政庁の指定等

を受けている障害福祉サービス事業所のうち就労継続支援Ｂ型の事業所（以下「事業所」

という。）の工賃向上及び就労支援等についての優れた取組みを讃え、その取組みを他の

事業所に普及させ、障がい者が地域で自立した生活を送るための基盤としての就労支援の

質の向上につなげることを目的とする。 

 

（表彰事業所の選定） 

第３条 知事は、取組みの内容、実績、成果等を考慮して表彰する事業所を選定する。 

ただし、次の各号のいずれかに該当する事業所については、選定しないことがある。 

(１) 過去３年以内に総合支援法に基づく指定の取消し等の処分を受けた事業所 

(２) 過去３年以内に都道府県労働局により労働基準関係法令に違反するとして公表

された事業所 

２ 選定に当たっては、障がい者福祉等関係分野の有識者の意見を聴くとともに、必要に応

じ取組みの状況について実地に確認等を行う。 

 

（表彰の方法等） 

第４条 表彰は、表彰式を開催し表彰状を授与して行い、その概要をホームページ等で公表

する。 

 

（雑則） 

第５条 この要綱に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和 ４年 10月 20日から実施する。 

 

資料 2 







新 旧

工賃 前年度の平均工賃月額が全国の平均工賃月額（前々年度分）を上回る
もの、かつ、工賃向上計画を提出していること

前年度の平均工賃月額が全国の平均工賃月額（前々年度分）を上回るも
の、かつ、工賃向上計画を提出していること

就労者数 過去３年間で1人以上の一般就労実績のある事業所 前年度に一般就労実績のある事業所

工賃向上への取組
安定した受注体制の確保、生産性の向上への取組、市場開拓への取組
など

安定した受注体制の確保、生産性の向上への取組、市場開拓への取組み
など

就労支援への取組 企業見学や実習、面接などの就職支援への取組など 企業見学や実習、面接などの就職支援への取組みなど

その他の取組
利用者のモチベーションへの取組み、職員の支援力向上の取組、地域
との連携、外部との連携

利用者のモチベーションへの取組み、職員の支援力向上の取組み、地域
との連携、外部との連携

情報開示 法人HPにおいて平均工賃月額、工賃向上の取組み、就労者数等を公表 法人HPにおいて平均工賃月額、工賃向上の取組み、就労者数等を公表

就労継続⽀援優良取組表彰の着⽬ポイントの⾒直しについて

＜今後のスケジュール＞
令和5年9月下旬 応募開始 ※令和5年11月中旬 応募締切
令和5年12月上旬 第2回工賃委員会（候補者選定）
令和6年1月下旬 表彰式

新旧対照表


